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三朝町告示第 77 号 

 平成 23 年第９回三朝町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

   平成 23 年 10 月 18 日 

          三朝町長  吉 田 秀 光 

 

 

１ 期  日  平成 23 年 10 月 25 日 

２ 場  所  三朝町議会議場 

３ 付議事件 

平成２３年度三朝町一般会計補正予算（第４号） 

  

〇開会日に応招した議員 

清 水 成 眞 藤 井 克 孝 

吉 田 文 夫 福 田 茂 樹 

遠 藤 勝 太 郎 平 井 満 博 

松 村 修 横 木 文 雄 

知 久 馬 二 三 子 山 田 道 治 

杉 原 憲 靖 牧 田 武 文 

  

〇応招しなかった議員 

 な し 
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第 ９ 回 三 朝 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

   平成２３年１０月２５日（火曜日） 

 

 

議事日程 

                       平成２３年１０月２５日 午後３時３０分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

     ・報告第７号  議会の委任による専決処分の報告について 

（三朝町特別医療費助成条例の一部改正） 

・報告第８号  議会の委任による専決処分の報告について 

（三朝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部改正） 

・報告第９号  議会の委任による専決処分の報告について 

（三朝町手数料条例の一部改正） 

・例月出納検査の結果報告について 

・議員派遣結果の報告について 

日程第４ 議案第 78 号 平成２３年度三朝町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

     ・報告第７号  議会の委任による専決処分の報告について 

（三朝町特別医療費助成条例の一部改正） 

・報告第８号  議会の委任による専決処分の報告について 
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（三朝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部改正） 

・報告第９号  議会の委任による専決処分の報告について 

（三朝町手数料条例の一部改正） 

・例月出納検査の結果報告について 

・議員派遣結果の報告について 

日程第４ 議案第 78 号 平成２３年度三朝町一般会計補正予算（第４号） 

 

 
出席議員（１２名） 

 

１番 清 水 成 眞 ２番 藤 井 克 孝 

３番 吉 田 文 夫 ４番 福 田 茂 樹 

５番 遠 藤 勝 太 郎 ６番 平 井 満 博 

７番 松 村 修 ８番 横 木 文 雄 

９番 知久馬二三子 １０番 山 田 道 治 

１１番 杉 原 憲 靖 １２番 牧 田 武 文 

           
 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 
  
 

事務局出席職員職氏名 
 

局長 石 井 秀 己 事務局長補佐 山 中 恵 子 

 
 

説明のため出席した者の職氏名 
 

町長 吉 田 秀 光 副町長 森 脇 光 洋 

会計管理者 松 原 茂 隆 総務課長 朝 倉 聡 

財務課長 大 村 哲 也 町民課長 山 根 猛 昭 
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企画観光課長 松 浦 弘 幸 建設水道課長 岩 山 靖 尚 

農林課長 早 苗 睦 巳 
総務課 

危機管理担当参事 
松 原 照 宗 

 

午後４時００分開会 

〇議長（牧田 武文君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりま

すので、これより平成２３年第９回三朝町議会臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日届出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

 

   

日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（牧田 武文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、６番、平井満博議員、７番、

松村修議員を指名いたします。 

   

  

  日程第２ 会期の決定 

〇議長（牧田 武文君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（牧田 武文君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたし

ました。 

   

  日程第３ 諸般の報告 

〇議長（牧田 武文君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告第７号、議会の委任による専決処分の報告について（三朝町特別医療費助成条例の

一部改正）、報告第８号、議会の委任による専決処分の報告について（三朝町議会の議員そ
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の他非常勤の特別職の公務災害補償等に関する条例の一部改正）、報告第９号、議会の委任

による専決処分の報告について（三朝町手数料条例の一部改正）について。 

吉田町長。 

〇町長（吉田 秀光君） 報告第７号及び報告第８号の２件の議会の委任による専決処分の

報告につきましては、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律の一部が平成２３年１０月１日から施行されることに伴い、障害者自立支援法

の条項が繰り下げられるため、同法の条項を引用している三朝町特別医療費助成条例及び

三朝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正するこ

とにしたものでございます。 

また、報告第９号の議会の委任による専決処分の報告につきましては、住民基本台帳法

の一部を改正する法律が公布され、同法施行令の条項が繰り下げられることになったため

、この条項を引用している三朝町手数料条例の一部を改正することにしたものでございま

す。 

これら３件はいずれも、議会の議決により委任された事項の専決処分に関するものであ

り、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき御報告申し上げるものであります。 

よろしく御理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（牧田 武文君） 例月出納検査の結果報告について、監査委員から平成２３年８月

分の報告書が提出されていますので閲覧願います。 

  次に、議員の派遣について、お手元に配布している資料のとおり派遣しましたので報告

します。 

  次に、議会運営委員会の行政視察の報告について、委員長から報告を求めます。 

 山田道治委員長。 

〇議会運営委員長（山田 道治君） 議会運営委員会は、去る１０月１２日から１４日まで

の３日間、長崎県時津町、福岡県川崎町を事務調査いたしました。 

  視察内容としては、①会期と日程について②一般質問のフォローについて③議会報告会

について④議会基本条例についてでありました。 

  両町とも議会基本条例を作り、議会報告会が開かれているなど、議会改革に取り組んで

おられました。 
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  我が三朝町議会の議会運営委員会において、変えられるべき事項はいつということに関

係なく変えていくことが重要だと考えます。開かれた議会、町民のための議会を目指した

議会であらねばならないと意を強くした視察研修でありました。 

  詳細については、別紙報告書を議長に提出いたしましたので、ごらんいただき以上で報

告といたします。 

        

日程第４ 議案第７８号  

〇議長（牧田 武文君） 日程第４、議案第７８号、平成２３年度三朝町一般会計補正予算（

第４号）を議題といたします｡ 

町長から提案理由の説明を求めます｡ 

吉田町長。 

〇町長（吉田 秀光君） 今期臨時会に提案いたしました、議案第７８号、平成２３年度三朝

町一般会計補正予算（第４号）について申し上げます。 

大型で強い台風１２号及び１５号は、西日本を中心に日本列島の各地域に甚大な被害をも

たらしました。特に紀伊半島は記録的な豪雨に見舞われましたが、台風１２号の進路となっ

た中国・四国地方でも、国道の寸断や大規模な土砂崩れが発生したほか、防災ヘリコプター

の出動などもあったところです。 

本町では、９月３日未明に、台風１２号による土砂災害警戒情報が発令されたことなどを

受け、全職員を参集させる第３次配備体制による災害対策本部を設置し、台風災害に備えた

ところであります。幸いにも人的な被害はありませんでしたが、道路や農地、農業用施設等、

多くの箇所で崩壊、土砂崩れ等の被害がありました。 

このため、今回の補正予算では、２度の台風災害の復旧に要する経費並びに災害対応に要

した経費について所要の額を措置したものでございます。 

続きまして、みささこども園（仮称）についての予算でございます。去る１０月８日、町

総合文化ホールにおきまして、当該施設の設計委託業務に係る公開ヒアリングを行いました。

当日は、保護者の皆さんをはじめとする町民の皆さんが傍聴される中、第１次審査を通過し

ました５者によるプレゼンテーションが実施され、その後、建設事業設計業務委託業者選考

委員会におきまして、創造性、機能性、経済性など、７つのポイントを厳正に審査し、最も

優れた提案書が選定されました。この選定結果を受け、今後、当該施設の実施設計を具体的
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に進めるため、設計等に係る委託費について所要の額を措置したものでございます。 

基金費に計上しております電源立地地域対策交付金基金積立金につきましては、三朝温泉

観光商工センターを新たな観光拠点として整備することを目的として、電源立地地域対策交

付金を用いまして計画的に基金を造成することとし、所要の額を措置したものでございます。 

  以上が今期補正予算の主な概要でございまして、これらの財源としましては、国・県支出

金、及び交付金並びに町債の収入を予定したほか、不足分については財政調整基金からの繰

り入れをもって措置しているところでございます。 

これらにより、今期補正予算におきましては、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ、１

億７,３１２万６,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４５億５,０９４万６,０００円

としております。 

よろしく御審議のうえ、可決賜りますようお願いいたします。 

〇議長（牧田 武文君） 続いて、細部説明を求めます。議案第７８号、平成２３年度三朝町

一般会計補正予算（第４号）について。 

大村財務課長。 

〇町長（吉田 秀光君） 議長。 

〇議長（牧田 武文君） 吉田町長。 

〇町長（吉田 秀光君） 先ほど一般会計のところで寄附金とありますところを交付金と申し

上げたようでございますので、寄附金でございますので訂正させていただきます。 

〇議長（牧田 武文君） 大村財務課長。 

〇財務課長（大村 哲也君） 議案第７８号、平成２３年度三朝町一般会計補正予算（第４号）

について御説明申し上げます。予算書をごらんいただきたいと思います。 

今期補正予算では、歳入歳出にそれぞれ１億７,３１２万６,０００円を追加しまして、予

算の総額を４５億５,０９４万６,０００円とし、あわせて地方債の借入額の補正を行うもの

でございます。 

はぐっていただきまして、１ページに歳入、そして２ページには、歳出の補正額をそれぞ

れの款ごとに表しております。 

３ページの地方債補正につきましては、三朝町立みささこども園（仮称）整備事業及び災

害復事業の財源としての地方債、具体的に過疎対策事業債及び災害復旧事業債をそれぞれ追

加、増額しておるものでございます。 
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それでは、歳入、歳出につきましては、６ページからそれぞれの内容を掲げておりますの

でごらんいただきたいと思いますが、補正予算書に沿って主な部分について説明させていた

だきます。 

まず、６ページの国庫支出金、県支出金及び寄附金につきましては、災害復旧事業の財源

としてそれぞれ予定しましたほか、電源立地地域対策交付金の収入の予定をしたものでござ

います。 

７ページの町債につきましては、先ほど地方債補正のとおり、みささこども園（仮称）整

備事業及び災害復事業の財源としての起債の発行を予定したものでございます。 

８ページからの歳出の内容を掲げておりますが、総務費、防災諸費では、来る１２月２日

に予定しております、茨城県大洗町、岡山県鏡野町との災害応援協定の締結に要する費用に

ついて計上したものでございます。 

民生費、保育所費の三朝町立みささこども園（仮称）整備事業につきましては、提案説明

にもありましたように、みささこども園の実施設計を具体的に進めることとしまして、設計

等委託費について所要の額を計上したものでございます。 

９ページ、消防費、災害対策費の災害対策特別経費につきましては、台風１２号の災害対

応に要した職員手当等の費用及び災害発生時の現場対応に不可欠なヘルメット、雨合羽等を

整備することとしまして、今回所要の額を計上しております。 

災害復旧費、現年発生農林水産施設災害復旧費、及び公共土木施設災害復旧費並びに１０

ページのその他施設災害復旧費につきましては、総額で９,２２３万８,０００円の復旧費を

予算書の説明欄に記載しておりますそれぞれの区分に応じて計上したものでございます。 

諸支出金、電源立地地域対策基金費につきましては、提案説明にもありましたように、三

朝温泉観光商工センターを新たな観光拠点として整備する財源として、電源立地地域対策交

付金を基金として積み立てることとしまして所要の額を計上したものでございます。 

  以上が、平成２３年度三朝町一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（牧田 武文君） これより質疑にはいります。質疑ありませんか。 

  山田議員。 

〇議員（10 番 山田 道治君） 今ございました説明でみささこども園はさっきの全協では仮

称が付いていたですが仮称をとられたのは、どちらが正しいんですかね。 
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〇議長（牧田 武文君） 大村財務課長。 

〇財務課長（大村 哲也君） 山田議員の仮称がとれたのはどうしたわけかという御質問でご

ざいますが・・・。 

〇議員（10 番 山田 道治君） どちらが正しいのかということ。 

〇財務課長（大村 哲也君） 予算書に掲げておりますとおり三朝町立みささこども園（仮称）

整備事業でございます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（牧田 武文君） 質疑を終結し、本案を討論、採決いたします。討論ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（牧田 武文君） 討論なしと認め、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（牧田 武文君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

以上をもって今期臨時会に付議された事件は議了いたしました。よって、本日をもって閉

会いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（牧田 武文君） 御異議なしと認めます。よって、今期臨時会は、本日をもって閉会

することに決定いたしました。 

これにて平成２３年第９回三朝町議会臨時会を閉会いたします。 

 

午後１６時１７分閉会 

 


